
業 務 委 託 契 約 書（案） 

 

１　業 務 番 号　　五教総委第５５号 

 

２　業 務 名　　五所川原第一中学校照明設備ＬＥＤ化業務 

 

３　業 務 場 所　　五所川原第一中学校（青森県五所川原市松島町三丁目１） 
　　（対象校） 
 
４　履 行 期 限　　令和９年１月２７日まで 
 

５　引渡の時期　　検査に合格した日から５日以内 

 

６　契 約 金 額　　￥　　　　　　　　　　　　－ 

　　　　　　　　　（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額　￥　　　　　　　－） 

 

７　契約保証金　　 

 

上記の業務について、委託者　五所川原市（以下「委託者」という。）と受託者　　　　　　　　　　　

（以下「受託者」という。）は別紙の契約条項によって業務委託契約を締結する。 

　この契約の成立を証するため、この契約書を２通作成し、委託者及び受託者が記名押印

のうえ、各自その１通を保有するものとする。 

 

令和８年　　月　　日 

 

　　　　委託者　　住所又は所在　　五所川原市字布屋町４１番地１ 

　　　　　　　　  氏名又は名称　　五所川原市長　　佐 々 木　 孝 昌 

 

　  　　受託者　　住所又は所在　　 

　　　　　　　　  氏名又は名称　　



（総　則） 

第１条　受託者は、次の事項及び仕様書に基づき、頭書の契約金額で、頭書の履行期限内に頭書の委

託業務を完了するものとする。 

（現場代理人等） 

第２条　受託者は、次に掲げる者を定めて、仕様書で定めるところにより、その氏名その他必要　

な事項を委託者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも、同様とする。 

(１)　現場代理人 

(２)　配置技術者 

２　現場代理人は、現場に常駐し、その運営及び取締りを行う権限を有する。ただし、委託者は、

現場代理人による当該権限の行使に支障がなく、かつ、現場代理人と委託者との連絡体制が確

保されると認めたときは、現場代理人が現場に常駐しなくてもよいこととすることができる。 

３　受託者は、前項に規定するものを除くほか、自己の有する権限を現場代理人に委任したとき

は、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。 

４　現場代理人及び配置技術者は、これを兼ねることができる。 

（権利義務の譲渡等） 
第３条　受託者は、この契約によって生ずる権利並びに義務を第三者に譲渡、もしくは継承してはな

らない。 
（再委託の禁止） 
第４条　受託者は、この契約業務の処理について、その全部または一部を他に委託し、あるいは請け

負わせてはならない。ただし、書面により委託者の承諾を得たときは、この限りでない。 
（委託業務の調査等） 
第５条　委託者は、必要があると認めたときは、委託契約の履行状況について調査を行い、または報

告を求めることができるものとする。 
（業務内容の変更） 
第６条　委託者は、必要に応じ、委託業務の内容を変更し、または、委託業務を一時中止させること

ができるものとする。この場合において、契約金額または履行期限を変更する必要があるときは、

委託者と受託者とが協議して決めるものとする。 
（履行期限の延長） 
第７条　受託者は、受託者の責に帰することができない理由により履行期限内に委託業務を完了でき

ないことが明らかなときは、委託者に対しその理由を付し、履行期限の延長を求めることができる

ものとする。その延長日数は委託者と受託者とが協議して決めるものとする。 
（損害による必要経費の負担） 
第８条　委託業務の処理により発生した損害賠償（第三者に及ぼした損害を含む。）の経費は受託者が

負担するものとする。 
２　前項の規定にかかわらず、委託者の指示、その他委託者の責に帰すべき事由により損害が生じた

ものは、委託者がその経費を負担する。ただし、その指示等が不適当であることを知りながら委託

者に通知しなかったときは、その限りではない。 
（検査及び引渡し） 
第９条　受託者は、委託業務を完了したとき、遅滞なく完了届を委託者に提出するものとする。 
２　委託者は、前項の完了届を受理したときは、これを受理した日から起算して１４日以内に委託業

務の成果について検査を行うものとする。 
３　前項の検査の結果、委託業務の成果について補正あるいは再調査の必要ありと委託者が認めたと

きは、受託者は遅滞なく当該補正あるいは再調査を行い、再び委託者の検査を受けるものとする。 
４　委託業務の成果の引渡しは、前項または前々項の検査に合格したときをもって完了したものとす

る。 
（委託金の支払い） 
第１０条　受託者は、前条の規定により引渡しを行ったときは、委託者に対して委託金の支払いを請 
　求するものとする。 
２　委託者は、前項の支払請求書を受理したときは、その受理した日から起算して３０日以内に受託

者に委託金を支払わなければならない。 
（秘密の保持） 
第１１条　受託者は、委託業務の処理上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 
（履行期限超過の延滞利息） 
第１２条　受託者の責に帰する理由により、履行期限内に委託業務を完了することができない場合は 

履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関す

る法律（昭和 24 年法律第 256 号）第８条第１項の規定により財務大臣が決定する率で計算して得た



金額(その額が 100 円未満であるとき、又はその額に 100 円未満の端数があるときは、その金額又は

端数を切り捨てる。)を延滞利息として委託者に支払わなければならない。 
（契約の解除） 
第１３条　委託者は、次に掲げる一の理由が生じた場合、この契約を解除することができる。 
（１）受託者の責に帰する理由により、履行期限までに委託業務を完了することができないと認めた

とき。 
（２）受託者が、この契約に違反し、または、不完全な履行をしたとき。 
２　前項の場合、受託者は、委託金の１００分の５以上に相当する金額を違約金として委託者に支払

うものとする。 
（疑義等の決定） 
第１４条　この契約書に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、その都度五所川原市契約

事務規則に定めるところによるほか、委託者と受託者とが協議して定めるものとする。


